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諮問番号：令和２年度諮問第４号 

答申番号：令和２年度答申第４号 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

都留市福祉事務所長（以下「処分庁」という。）が平成３０年９月１１

日付けで行った生活保護法（昭和２５年法律第１４４号。以下「法」とい

う。）第２５条第２項の規定による保護変更決定処分（以下「本件処分」

という。）に係る審査請求については棄却されるべきであるとする審査庁

の判断は、妥当である。 

 

 

第２ 事案概要 

１ 事案の骨子 

本件は、生活保護法による保護の基準（昭和３８年厚生省告示第１５８

号）の一部改正により平成３０年１０月１日から適用される保護基準（以

下「本件保護基準」という。）に基づき、処分庁が審査請求人に対して本

件処分を行ったところ、審査請求人が、本件保護基準では憲法第２５条が

保障している健康で文化的な人間らしい生活ができないことを理由とし

て、本件処分の取消しを求める審査請求を行ったものである。 

 

２ 関連法令等の定め 

（１）憲法第２５条第１項は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の

生活を営む権利を有する。」と規定し、同条第２項は、「国は、すべて

の生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進

に努めなければならない。」としているところ、法第１条は、「この法

律は、日本国憲法第２５条に規定する理念に基き、国が生活に困窮する

すべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その

最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的と

する。」としている。 

（２）最低限度の生活については、「この法律により保障される最低限度の

生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなけれ

ばならない。」（法第３条）とされている。 
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（３）保護の基準及び程度については、「保護は、厚生労働大臣の定める基

準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又

は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとす

る。」（法第８条第１項）とされ、「基準は、要保護者の年齢別、性

別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考

慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、こ

れをこえないものでなければならない。」（同条第２項）とされてい

る。また、同条第１項に基づき、生活保護法による保護の基準が定めら

れている。 

（４）実施機関については、「都道府県知事、市長及び社会福祉法（昭和２

６年法律第４５号）に規定する福祉に関する事務所（以下「福祉事務

所」という。）を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律

の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならな

い。」（法第１９条第１項）とされ、「次に掲げる者」として、「その

管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者」（同

項第１号）及び「居住地がないか、又は明らかでない要保護者であつ

て、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの」

（同項第２号）が規定されている。また、法第１９条第４項は、保護の

実施機関は、「保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部を、そ

の管理に属する行政庁に限り、委任することができる。」としている。 

（５）職権による保護の変更については、「保護の実施機関は、常に、被保

護者の生活状態を調査し、保護の変更を必要とすると認めるときは、速

やかに、職権をもつてその決定を行い、書面をもつて、これを被保護者

に通知しなければならない。」（法第２５条第２項）とされ、当該「書

面には、決定の理由を付さなければならない。」（同項によって準用さ

れる法２４条第４項）とされている。 

（６）法による保護の実施に係る事務は、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２条第９項第１号に規定する第１号法定受託事務とされている

（法第８４条の５、別表第３）。 

 

３ 前提事実 

（１）平成１９年９月１２日、処分庁は、審査請求人に対して生活保護法に

基づく生活保護を開始した。 

（２）平成３０年９月４日、生活保護法による保護の基準の一部が改正さ

れ、同年１０月１日から本件保護基準が適用されることとなった。 
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（３）処分庁は、審査請求人に対し、本件保護基準に基づき同年９月１１日

付けで、同年１０月１日を実施年月日とする本件処分を行い、審査請求

人は、同年１０月５日、本件処分を知ることとなった。 

（４）同年１２月１１日、審査請求人は山梨県知事に対し、本件処分の取消    

しを求める本件審査請求を行った。 

 （５）令和２年６月９日、審査庁は本件審査請求に係る諮問書を当審査会に

提出した。 

 

４ 争点 

本件保護基準に基づいてなされた本件処分は、違法又は不当なものであ

るか。 

 

第３ 審査関係人の主張の要旨 

１ 審査請求人の主張 

（１）本件保護基準では、憲法第２５条が保障している健康で文化的な人間

らしい生活ができないため、本件処分の取消しを求める。（審査請求

書） 

（２）生活保護の切り下げをしないで欲しい。生活保護費を上げて欲しい。

（口頭意見陳述） 

 

２ 処分庁の主張 

（１）「本件保護基準では、憲法第２５条が保障している健康で文化的な人

間らしい生活ができない」については否認する。（弁明書） 

（２）本審査請求の争点は、本件処分により、生活保護費が減額となったこ

とを不当とする点であるが、本件処分は、法及び本件保護基準に基づ

き、審査請求人の最低生活費を算定したものであり、本件処分に違法又

は不当な点はない。よって本件請求は棄却されるべきである。（弁明

書） 

 

第４ 審理員意見の要旨 

１ 結論 

本件審査請求には理由がないことから、行政不服審査法第４５条第２項

の規定により棄却されるべきである。 

 

２ 理由 
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（１）保護の基準は、法第８条第１項及び第２項の規定に基づき、厚生労働

大臣が定めるものであり、また、法第１９条第４項の規定に基づき市長

から事務の委任を受けた処分庁は、法及び保護の基準の定めるところに

より保護を決定し、かつ、保護を実施しなければならない。よって、厚

生労働大臣が定めた新基準に基づく保護を実施するために、処分庁が保

護変更決定をすることについて、違法又は不当な点はない。 

また、保護変更決定にあたっては、処分庁は保護変更年月日を平成３

０年１０月１日、変更理由を「基準改定（第７５次）」として、改正後

の本件保護基準に基づき金額を算定し、法第２５条第２項の規定により

審査請求人に保護変更決定を通知したことが認められる。 

保護基準額の算定については、処分庁から提出された保護決定調書及

び関係資料によると、平成３０年１０月分の最低生活費は改正後の本件

保護基準に従い算定されていると認められることから、この点について

も、違法又は不当な点はない。 

（２）審査請求人は、本件処分の前提となっている新基準である本件保護基

準自体を不服としているとも解されるが、法第８条第１項から、保護の

基準を定めるのは、厚生労働大臣の権限に属することである。このた

め、本件保護基準については、本件審査庁である山梨県の審査権は及ば

ず、本件保護基準の内容の是非については、審査庁の審査権限外の事項

である。 

 

第５ 審査庁の判断 

審理員の意見と同旨 

 

第６ 調査審議の経過 

令和２年６月 ９日 審査庁から諮問書提出 

同年７月１４日 審議 

 

第７ 審査会の判断 

１ 審理手続について 

本件審査請求に係る審理手続は、適正に行われたものと認められる。 

 

 ２ 本件審査請求に係る「処分」について 

 （１）審査請求人は、審査請求書において、本件生活保護基準では憲法第２

５条が保障している健康で文化的な人間らしい生活ができないことを理

由として、処分庁が平成３０年１０月１日付けで行った保護変更決定処
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分の取消しを求めているところ、生活保護基準の変更に基づいて処分庁

が行った保護変更決定処分は平成３０年９月１１日付けである。 

上記の審査請求理由からすれば、審査請求人は、平成３０年９月１１

日付けの保護変更決定処分の取消しを求めていると考えることが合理的

である。 

（２）よって、処分庁が行った平成３０年９月１１日付けの保護変更決定処

分を本件審査請求に係る処分と捉えて、審査を行うこととする。なお、

特段の言及はないものの、審理員意見書及び弁明書においても同様に捉

えられている。 

 

３ 本件処分手続について 

   処分庁は、本件処分の理由及び法の規定に基づく保護変更決定処分であ 

ることを示した上で、書面で本件処分を行ったものであり、手続上の違法

性・不当性は認められない。 

 

４ 本件処分に係る争点について 

（１）審査請求人は、変更された生活保護基準では、憲法第２５条が保障し

ている健康で文化的な人間らしい生活ができないことを理由として、本

件処分の取消しを求めている（審査請求書）。このことからすると、審

査請求人は、本件保護基準自体に不服があるため、当該基準に従った本

件処分について取消しを求めているものと解される。 

そこで、本件保護基準自体の違法性及び不当性について、当審査会が

審査することができるかが問題となる。 

法第８条第１項により保護基準の設定は厚生労働大臣の権限に属する

ものとされていることから、処分庁には保護基準を設定する権限はそも

そも認められない。このことからすれば、厚生労働大臣の権限に属する

保護基準の設定に係る事項については、当審査会においても審査の対象

とすることはできないと解するのが相当である。 

よって、本件保護基準自体の違法性及び不当性について、当審査会が

審査することはできない。 

（２）本件処分は、処分庁が本件保護基準に従って行った処分であると認め

られることから、本件処分に違法性又は不当性があるとはいえない。 

なお、審査請求人のその余の主張は、本件処分の違法性又は不当性の

判断に影響を及ぼすものではない。 

 

５ 結論  
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以上から、本件処分を行うに際しての審査過程に看過しがたい過誤欠落

は認められず、本件処分に違法又は不当とすべき事実も認められない。し

たがって、本件処分に係る審査請求には理由がないと認められるため、

「第１ 審査会の結論」のとおり答申する。 

 

山梨県行政不服審査会 

委員 信田 恵三  

委員 關本 喜文  

委員 中島 朱美  


